
 

                   

 

  

令和４年３月 

習 志 野 市 

習志野市空家等対策計画(第 2期) 

（令和４年度～令和７年度） 



 

  



 

 

 

 

はじめに 

 

本市では、空き家問題に対する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平

成２９年３月に「習志野市空家等対策計画」を策定し、各種の空き家対策に取り組んでまい

りました。 

近年、少子高齢化・核家族化が進展するとともに、既存建築物の老朽化等により、市内に

所在する空き家は年々増加しています。とりわけ管理が行き届いていない空き家は、防災、衛

生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすなど、大きな問題となってい

ます。 

本市におきましても、適切な管理が行われていない空き家に対する改善の相談や申し出

が年々増えている状況にあります。 

このような中、令和３年度末で計画期間が終了となる習志野市空家等対策計画について、

これまで実施してきた施策や取り組みを見直し、空き家対策をより一層推進するため習志野

市空家等対策計画（第２期）を策定する運びとなりました。 

このたびの計画においては、建物の状態に応じた３つの基本方針「発生抑制・適正管理」

「流通・利活用」「管理不全状態の解消」に基づいた空き家対策を講じることとし、市民の皆

様、関係団体等と連携して計画を推進してまいります。 

市民の生命、身体及び財産を守り、安全で安心して暮らすことのできる生活環境を確保す

るため、御理解、御協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり貴重な御意見を賜りました習志野市空家等対策協議会

の委員の皆様をはじめ、御協力をいただきました皆様に対しまして、心より感謝申し上げます。 

 

令和４年３月 

                                習志野市長 
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１．計画策定の背景 

近年、全国的に人口減少や既存の建築物の老朽化、社会的ニーズ等の変化に伴い、居住その他の

使用がされていない「空家等」が年々増加しています。 

こうした空家等の中には、適切な管理が行われていないものもあり、火災の危険性や倒壊のおそれな

どの安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が生じています。そして、管理不

全の空家等の増加に伴い、これらの問題がより一層深刻化することが懸念されています。 

このような状況を背景として、平成２６年１１月２７日に「空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成２６年法律第１２９号）（以下「法」という。）」が公布され、平成２７年５月２６日に完全施行されました。

法においては、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、自らの責任により空家等の

適切な管理に努めることとなっています。また、空家等の実態を把握することが可能な市町村において

は、空家等対策計画に基づく空家等対策の実施、その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずる

よう努めるものとされております。 

そこで本市は、空家等に対する基本的な取り組みや具体的な取り組みを示すものとして、平成２９年３

月に「習志野市空家等対策計画」を策定しました。計画に基づき所有者等に対し、空家等の適正な管

理を促進することで、空家等の解消などに成果を上げております。 

しかしながら、本市においても住宅の老朽化や、少子高齢化の進展等により、空家等が増加傾向に

あります。今後、総合的な空家等対策をより一層推進するため、習志野市空家等対策計画（第２期）を

策定するものです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本計画における「空家等」「空き家」の表記について 

①法による「空家等」の定義に該当するものについては「空家等」と記載 

 （例）法第 2条第 1項に規定される「空家等」 

「建築物又はこれに属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと

が常態であるもの及びその敷地」 

②住宅・土地統計調査・空家等実態調査・その他一般的な標記については「空き家」

と記載します。 

 

２．特定空家等について 

  法第 2条第 2項に規定する、放置すれば倒壊等著しく、保安上危険となる状態であ

るなどの他、周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認め

られる空家等をいいます。 

 

第１章 計画の趣旨 
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２．計画の位置付け 

本計画は、法第６条の規定に基づき策定するものです。 

また、本市の「習志野市長期計画（基本構想・基本計画）」及び「習志野市住生活基本計画」に即し

て策定するとともに、各種計画と連携・整合を図り、計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

本計画の上位計画である習志野市長期計画（基本構想・後期基本計画）と習志野市住生活基本計

画の終了年度が令和７年度であることを踏まえ、計画期間を令和４年度から令和７年度までの４年間と

します。 

 

      平成 29年 4月                  令和 4年 4月             令和 8年 3月      

            

 

国 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等に関する施策を総合的かつ 

計画的に実施するための基本的な指針 

千葉県 千葉県住生活基本計画 

習志野市 

習志野市空家等対策計画 

習志野市長期計画（基本構想・基本計画） 

習志野市住生活基本計画 

住生活基本計画（全国計画） 

・習志野市安全で安心なまちづくり基本計画 

・その他計画（習志野市都市マスタープラン等） 

※関連計画 

※市上位計画 

習志野市基本構想（平成２６年度～令和７年度） 

前期基本計画（平成２６～３１年度） 後期基本計画（令和２～７年度） 

前計画（平成 29～令和３年度）

習志野市住生活基本計画（平成 27～令和７年度） 

本計画（令和４～７年度）
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１．人口等の推移 

（１）人口の推移 

本市は、戦前、軍郷として栄えてきましたが、戦後、旧軍用地の転用が進み、大学等の教育施設や

商工業施設、住宅街が形成され、文教住宅都市への転換が図られました。 

昭和４０年代から５０年代にかけて、ＪＲ総武線の複々線化、２度の公有水面埋立による市域の拡大

やそれらに伴う住宅団地開発が行われ、首都圏のベッドタウンとして、一貫して人口が増加してきまし

た。 

昭和６０年代以降は、ＪＲ京葉線の開業等によって、急速に市街化が進展し、住宅都市として発展す

るなかで、都市計画道路や公園、下水道といった都市基盤に重点をおいた整備を進めてきました。 

昭和３０年（１９５５年）に３２，１９８人だった人口は、現在まで増加し６５年前と比較すると、令和２年

では約５．５倍の１７６，１９７人となっています。 

 
 

図 1【人口の推移】                            （単位：人） 

出典：S30～R2 国勢調査（総務省 統計局）※１ 

R12～R31習志野市人口推計結果報告書 令和元年６月※２ 

 
 
 

※1「国勢調査」…国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを

目的としている国の最も重要な統計調査であり、5年ごとに行われている。 

※2「習志野市人口推計調査」…国勢調査を基とし、次期基本構想・基本計画の策定をするうえで

の基礎資料として、令和元年度に人口推計を実施。 

 

第２章 本市の人口と空き家の現状 
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一方、本市の今後の人口の推移では、令和７年（２０２５年）までは人口が増加しますが、その後は

緩やかに人口減少に向かうものとみられます。ピーク時の人口は、１７６，２３２人（令和７年（2025

年））となっており、今後人口は減少していくと予測しています。 

 

 

図 2【人口の推計結果（詳細）】                   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：習志野市人口推計結果報告書 令和元年６月 

 

 

表 1【人口と世帯数の推移】                 （単位：人,世帯） 

 

年 人口 男 女 世帯数 
一世帯あたり 

人員 

 

S30 32,198 16,262 15,936 6,709 4.80 

S40 64,897 34,168 30,729 17,455 3.72 

S50 117,852 61,180 56,672 36,338 3.24 

S60 136,365 69,730 66,635 45,620 2.99 

H7 152,887 78,197 74,690 58,128 2.63 

H17 158,785 80,308 78,477 64,924 2.45 

H27 167,909 84,323 83,586 72,350 2.32 

R2 176,197 87,882 88,315 79,423 2.22 

 

出典：国勢調査（総務省 統計局） 
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（２）年齢別人口の推移 

年少人口(１５歳未満)、生産年齢人口(１５～６４歳)、老年人口(65歳以上)の３段階に分けて人口

の推移をみると生産年齢人口は、平成７年をピークに減少傾向にありますが、老年人口は年々増加し

ています。今後もこの傾向は続いていくものと考えられます。 

 

図 3【人口と人口構成の推移】                                （単位：人,％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：S30～R2 国勢調査（総務省 統計局） 

R12～R31 習志野市人口推計推計結果報告書 令和元年６月 
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表 2【人口と人口構成の推移】                    （単位：人,％） 

 

年 人口 

15歳未満 

年少人口 

15～64歳 

生産年齢人口 

65歳以上 

老年人口 

不詳  

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 

S30 32,198 10,529 32.7 20,374 63.3 1,295 4.0 ―  

S40 64,897 15,456 23.8 47,081 72.5 2,360 3.6 ―  

S50 117,852 32,651 27.7 80,362 68.2 4,839 4.1 ―  

S60 136,365 31,286 22.9 96,520 70.8 8,463 6.2 96 0.1 

H7 152,887 23,173 15.2 115,763 75.7 13,950 9.1 1 0.0 

H17 158,785 22,240 14.0 111,583 70.3 24,921 15.7 41 0.0 

H27 167,909 22,308 13.3 107,781 64.2 37,455 22.3 364 0.2 

R2 176,197 22,186 12.6 111,019 63.0 40,483 23.0 2,509 1.4 

 R12 175,614 19,364 11.0 112,497 64.1 43,753 24.9 ―   

 R22 171,725 17,704 10.3 103,009 60.0 51,012 29.7 ―   

 R31 166,832 17,551 10.5 95,481 57.2 53,800 32.3 ―   

             出典：S30～R2  国勢調査（総務省 統計局） 

R12～R31 習志野市人口推計結果報告書 令和元年 6月 
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（３）地区別人口・世帯数の推移 

国勢調査（総務省 統計局）による地区別人口は、昭和６０年から令和２年まで増加している地域

（谷津、鷺沼、鷺沼台、藤崎、大久保、実籾、東習志野、奏の杜）と減少している地域（袖ケ浦、泉町）

があります。また、近年、減少傾向のある地域は、新栄、香澄、秋津となっています。 

地区別世帯数は、昭和６０年から令和２年まで、ほとんどの地域が増加傾向となっています。 

 

図 4【地区別人口の推移】                            （単位：人） 

出典：国勢調査（総務省 統計局） 

 

 

図 5【地区別世帯数の推移】                     （単位：世帯） 

出典：国勢調査（総務省 統計局） 
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２．住宅と空き家の状況 

【住宅・土地統計調査(総務省 統計局)】 

国内における住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する建物）に関する実態並びに現住居以外

の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その

現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得る

ことを目的としている。※本調査は抽出調査であり、調査結果の数値は推計値である。 

 

住宅 居住世帯のある住宅 

       居住世帯のない住宅        一時現在者のみの住宅(昼間だけ使用している等) 

                    空き家    二次的住宅※1 

                          賃貸用の住宅※2 

                          売却用の住宅※3 

                          その他の住宅※4 

                    建築中の住宅 

 
※1「二次的住宅」…別荘（週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、普段は

人が住んでいない住宅）及びその他住宅（普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったとき

に寝泊りするなど、たまに寝泊りしている人がいる住宅） 

※2「賃貸用住宅」…新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

※3「売却用住宅」…新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

※4「その他の住宅」…上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため 

居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅

など（空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 
 

（１）住宅数の推移 

平成３０年時点で、本市の住宅総数は83,810戸で居住世帯のある住宅数が74,540戸であり、

差が約１万戸近くあることから、多くの住宅が供給されていることがわかります。 

居住世帯のある住宅数は、平成１０年の５７，１３０戸から平成３０年の７４，５４０戸まで一貫して増加

していますが、一方、居住世帯のない住宅数は、平成２５年の９，６５０戸から平成３０年の９，２７０戸に

減少しています。 

 

図 6【住宅数の推移】                          (単位：戸) 

                         
 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

  

64,960 
69,810 

74,110 
80,660 83,810 

57,130 
62,120 65,050 

71,010 
74,540 

7,830 7,690 9,060 9,650 9,270 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H10 H15 H20 H25 H30

住宅総数 居住世帯のある住宅数 居住世帯のない住宅数



9 

 

①構造及び腐朽・破損状況 

平成２５年と平成３０年の居住世帯のある住宅数を構造別に比較してみると、「木造」は２７，１４０

戸から２９，５４０戸に増加、鉄骨・鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの「非木造」が４３，８７０戸から

45,000戸に増加しています。 

次に腐朽・破損状況の構成比を比較してみると、平成２０年が５．０％であったものが、平成２５年で

は６．３％に増加、平成３０年では、7.4％に増加しており、年々腐朽・破損がある住宅が増加している

ことがわかります。 

 

図 7【構造及び腐朽・破損状況】                       (単位：戸) 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

 

表 3【構造及び腐朽・破損状況】 

 

 
H20（戸） H25（戸） Ｈ30（戸） 

H20構成比
（％） 

H25構成比
（％） 

H30 構成比
（％） 

居住世帯のある住宅数 65,050 71,010 74,540 100.0 100.0 100.0 

木造 27,080 27,140 29,540 41.6 38.2 39.6 

非木造 37,970 43,870 45,000 58.4 61.8 60.4 

腐朽・破損あり 3,240 4,450 5,550 5.0 6.3 7.4 

腐朽・破損なし 61,810 66,560 68,990 95.0 93.7 92.6 

  

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 
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②建築年別状況 

平成３０年の居住世帯のある住宅数を建築年別にみてみると、昭和５６年以降に建てられた新

耐震基準の住宅が５５，７４０戸（74.7％）、それより前に建てられた旧耐震基準の住宅が13,270

戸(17.8％)であり、新耐震基準の住宅が高い率を示しています。また、旧耐震基準の住宅は、平

成 25 年では 22.2％だったのが、平成３０年では１７．８％に減少していることから、旧耐震基準の

住宅の建て替え等が進んでいると推測できます。 

 

 

図 8【建築年別状況】 

平成 25年調査                 平成 30年調査 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

表 4【建築年別状況】 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 H25（戸） H30（戸） 
H25構成比
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H30構成比
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居住世帯のある住宅数 71,010 74,540 100.0 100.0 
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H18年～H22年 6,250  7,430 8.8 10.0 
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（２）住宅と空き家の状況 

住宅総数と空き家総数を平成２５年と平成３０年で比較してみると、住宅総数は８０，６６０戸から

83,810 戸に増加し、増減率はプラス３．９％。空き家総数は９，３３０戸から９，０１０戸に減少し、増減

率はマイナス３．４％となっています。 

また、空家率※は平成２０年、平成２５年ともに１１．６％で増減はありませんが、平成３０年で１０．８％

に減少しています。 

 

 

図 9【住宅と空き家の状況】                   （単位：戸、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

 

表 5【住宅と空き家の状況】 

 

 
H20（戸） H25（戸） H30（戸） 

増加数（戸）

（H30-H25） 
増減率（％）      

住宅総数 74,110  80,660  83,810 3,150 3.9 

空き家総数 8,610  9,330  9,010 -320  -3.4 

空家率（％） 11.6 11.6 10.8 － － 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

 

 

 

 

 

※「空家率」…住宅総数に対する、空き家の割合（空き家総数÷住宅総数）  
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（３）空き家の建て方別状況 

平成２５年と平成３０年の空き家総数を建て方別に比較してみると、戸建ては１，２００戸から

1,210 戸に微増し、増減率はプラス０．１％。長屋・共同住宅・その他は８，１３０戸から７，８００戸に減

少し、増減率はマイナス４．１％となっています。空き家のほとんどは長屋・共同住宅・その他となってい

ますが、これは住戸ごとに集計しているためです。 

   

図 10【空き家の建て方の状況】                      （単位：戸） 

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

 

 

 

表 6【空き家の建て方別状況】 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 
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（％） 

H25 
構成比
（％） 
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構成比
（％） 

H25-H30 
増減率
（％） 

空き家総数 8,610 9,330 9,010 100.0 100.0 100.0 -3.4 

戸建て 1,590 1,200 1,210 18.5 12.9 13.4 0.8 

長屋・共同住宅・その他 7,020 8,130 7,800 81.5 87.1 86.6 -4.1 
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（４）空き家の分類別状況 

平成２５年と平成３０年の空き家総数を分類別に比較してみると、「売却用住宅」が５６０戸から

320戸に、「その他の住宅」は２，３７０戸から１，７３０戸にそれぞれ減少しています。 

一方「二次的住宅」は５０戸から８０戸に、「賃貸用住宅」が６，３５０戸から６，８８０戸に、それぞれ

増加しています。 

また、平成３０年の空き家総数９，０１０戸に対し、「賃貸用住宅」が６，８８０戸（76.4％）を占めてお

り、空き家の多くが「賃貸用住宅」となっています。 

  ※「二次的住宅」「賃貸用住宅」「売却用住宅」「その他の住宅」の詳細については８ページ参照 

 

 

図 11【空き家の分類別状況】                      （単位：戸） 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

 

表 7【空き家の分類別状況】 

 H20（戸） H25（戸） H30（戸） 
H20 構成比

（％） 

H25 構成比

（％） 

H30 構成比

（％） 

H25～H30 
増減率
（％） 

空き家総数 8,610  9,330  9,010 100.0 100.0 100.0 -3.4 

二次的住宅 250  50  80 2.9 0.5 0.9 60.0 

賃貸用住宅 4,830  6,350  6,880 56.1 68.1 76.4 8.3 

売却用住宅 370  560  320 4.3 6.0 3.6 -42.9 

その他の住宅 3,160  2,370  1,730 36.7 25.4 19.1 -27.0 

                    出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 
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（５）空き家の腐朽・破損状況 

平成２５年と平成３０年の空き家総数を腐朽・破損状況別に比較してみると、空き家総数で３２０戸

減少している一方で、「腐朽・破損あり」が２９０戸増加しています。また、平成３０年の空き家総数

9,010 戸に対し、「腐朽・破損あり」が２，１１０戸（2３.４％）を占めており、４戸に１戸が腐朽・破損の

ある空き家となっています。さらに、空き家の増減率はマイナス３．４％と減少しているのに対し、腐朽・

破損のある空き家の増減率はプラス１６．０％と大きく上回っています。 

 

図 12【空き家の腐朽・破損状況】                     （単位：戸） 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 

 

表 8【空き家の腐朽・破損状況】 

  
H20（戸） H25（戸） H30（戸） 

H20 構成比 

（％） 

H25 構成比 

（％） 
H30 構成比 

（％） 

H25～H30 
増減率
（％） 

空き家総数 8,610  9,330  9,010 100.0 100.0 100.0 -3.4 

腐朽・破損あり 1,400  1,820  2,110 16.3 19.5 23.4 16.0 

（二次的住宅） 0  0  0 0.0 0.0 0.0 - 

（賃貸用住宅） 890  1,130  1,750 10.3 12.1 19.4 54.9 

（売却用住宅） 30  130  40 0.4 1.4 0.4 -69.2 

（その他の住宅） 480  560  320 5.6 6.0 3.6 -42.9 

腐朽・破損なし 7,210  7,510  6,900 83.7 80.5 76.6 -8.1 

（二次的住宅） 250  50  30 2.9 0.5 0.3 -40.0 

（賃貸用住宅） 3,940  5,220  5,130 45.8 56.0 57.0 -1.7 

（売却用住宅） 340  430  320 3.9 4.6 3.6 -25.6 

（その他の住宅） 2,680  1,810  1,410 31.1 19.4 15.6 -22.1 

出典：住宅・土地統計調査（総務省 統計局） 
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図 13【平成 30年住宅・土地統計調査からみる本市の住宅状況】 ※（ ）は平成 25年調査 
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３．本市に寄せられる空家等の申し出状況 

法の施行（平成２７年度）以降における空き家の近隣に居住する市民等から市への改善の申し出に

ついては、平成２７年度と比較すると増加傾向にあります。 

申し出内容をみると、各年度とも「樹木・雑草の繁茂」に対する申し出が多くを占めています。なお、令

和元年度の家屋の破損が多い理由は、この年に大型の台風１９号が千葉県内を通過したことによる、

破損等の申し出によるものです。 

 

 図 14【空き家の申し出件数】                  （単位：件） 

 
 

 

図 15【申し出内容】                      （単位：件） 

 

 

＜その他の主な内容＞ 

ごみの放置、不審者の侵入、塀の傾き、害獣（猫、ハクビシン等）の住みつき・鳥の糞被害 

※１件の申し出に対し、内容が複数の場合があることから申し出物件数と数値が一致していま

せん。 
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１．調査の内容 

（１）調査の目的と概要 

習志野市空家等対策計画（第２期）の策定にあたり、事業進捗に合せた空家等の利活用や適

正管理、除却を含めた対策を総合的かつ計画的に見直すために空家等の現地調査を実施し、空

家等対策計画策定の基礎資料とすることを目的とします。 

 

（２）調査の期間 

令和３年６月２４日～令和３年９月１３日 

 

（３）調査区域及び対象物件 

    ①調査区域 

習志野市全域 

    ②対象物件  

 令和３年７月１５日を基準日として、「空き家候補一覧※」に記載されている家屋を対象としました。 

※前回調査で「空き家である」「判断できない」と判定した物件と、前回調査以降に空き家の申し

出等があった物件 

 

（４）調査方法 

   ① 机上調査 

令和３年７月１５日時点の「空き家候補一覧」に記載されている家屋住所と住宅地図の住所

を照合し、合致した家屋を住宅地図上に印をする方法で空き家候補の特定を行いました。 

家屋住所と住宅地図が合わなかったものについては、地図等の資料を確認し、位置を特定し

ました。それでも位置が特定できないものについては「不明点リスト」を作成し、本市が保有する

その他の情報により位置の特定に努めました。 

 

  

第３章 空家等実態調査 
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ランク 老朽危険度判定基準

A
　危険度が高い空き家
　　・屋根の大部分が陥没または、外壁の大部分の外装材が腐敗、あるいは剥離している
　　・傾きがある

B
　危険度が中程度の空き家
　　・屋根、外壁に破損がある
　　・傾きがある

C
　危険度が低いの空き家
　　・屋根、外壁に破損がある
　　・傾きがない

D
　危険度が低いの空き家
　　・屋根、外壁に破損がない
　　・傾きがない

ランク 周囲に対する影響度判定基準

a 　隣家または公道を通行する人・車輌に悪影響を及ぼす可能性が大きい

b 　隣家または公道を通行する人・車輌に悪影響を及ぼす可能性がある

c 　隣家または公道を通行する人・車輌に悪影響を及ぼす可能性がない

② 現地調査 

 机上調査により、特定した空き家候補を対象に、調査員が外観目視による調査を行い、現地

調査票に記入するとともに写真撮影をする一次調査を実施しました。 

 一次調査では「空き家判定」を実施し、「空き家である」、「空き家ではない」、「判断できな

い」の３段階に分類し、「空き家である」、「判断できない」と判定した建物に対しては、二次調

査として、建物自体の破損の程度を評価するための「老朽危険度判定」、近隣への影響度合

いを評価するための「周囲に対する影響度判定」を調査し、総合評価を行いました。  

 「老朽危険度判定」は「A」～「D」までの４段階、「周囲に対する影響度判定」は「a」～「c」

の３段階で評価しています。 

 

【老朽度危険度判定基準】 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

戸数 構成比 戸数 構成比
（戸） （％） （戸） （％）

現地調査物件数 2,008 100.0 446 100.0

空き家である 167 8.3 295 66.1

判断できない 118 5.9 0 0.0

空き家ではない※ 1,723 85.8 151 33.9

平成28年度 令和3年度

　※駐車場・更地を含む

分　　　類

２．調査の結果 

（１）一次調査の結果 

現地調査の結果、446戸のうち「空き家である」建物が 295戸（66.1%）、「判断できない」が

0戸（0.0%）、「空き家ではない」が 151戸（33.9%）となっています。 

 

表 9【現地調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

（２）二次調査（老朽危険度判定）の結果 

    ① ランク別集計 

  「空き家である」及び「判断できない」と判定した物件 295 戸を老朽危険度判定において判

定した結果、「A 判定」が４戸（1.4%）、「B 判定」が４戸（1.4%）、「C 判定」が４戸（1.4%）、

「D判定」が２８３戸（95.9%）となっています。 

前回調査時と比較すると「A 判定」はマイナス８戸（-66.7%）、「B 判定」はマイナス３２戸（-

88.9%）、「C 判定」がマイナス３１戸（-88.6%）となっています。「D 判定」はプラス８１戸

（40.1%）、合計もプラス１０戸（3.5%）となっています。 

 

表 10【老朽危険度の状況】 

 

戸数 構成比 戸数 構成比 戸数 増減率
（戸） （％） （戸） （％） （戸） （％）

A判定 12 4.2 4 1.4 -8 -66.7

B判定 36 12.6 4 1.4 -32 -88.9

C判定 35 12.3 4 1.4 -31 -88.6

D判定 202 70.9 283 95.9 81 40.1

合計 285 100.0 295 100.0 10 3.5

判定区分
平成28年度 令和3年度 5年間の増減
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  ② 評定区分別集計 

老朽危険度判定において評定区分ごとの内訳を見ると、「構造一般の程度」が３戸（1.0%）、

「構造の腐朽又は破損の程度」が３１戸（10.5%）、「防火上又は避難上の構造の程度」が２６

戸（8.8%）、「排水設備」が１９戸（6.4%）となっています。 

 

 

表 11【老朽危険度判定においての評価区分の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 基礎が無い又は玉石の建物。外壁の構造が粗悪な建物 

※2 延焼の恐れのある外壁や屋根が可燃性材料で葺かれているものを使用している建物 

 

（３）周囲に対する影響度の状況 

    ① ランク別集計 

「空き家である」及び「判断できない」と判定した物件２９５戸を周囲に対する影響度判定に

おいて判定した結果、「ａ判定」が６戸（2.0%）、「b 判定」が２７戸（9.2%）、「c 判定」が２６２

戸（８８．８%）となっています。 

前回調査時と比較すると「ａ判定」はマイナス７戸（-５３．８%）、「b判定」はマイナス３１戸 

（-53.4%）、「c 判定」はプラス 4８戸（22.４%）となっており、合計はプラス１０戸（3.5%）とな

っています。 

 

表 12【周囲に対する影響度の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

戸数 構成比 戸数 構成比 戸数 増減率
（戸） （％） （戸） （％） （戸） （％）

a判定 13 4.6 6 2.0 -7 -53.8

b判定 58 20.4 27 9.2 -31 -53.4

c判定 214 75.1 262 88.8 48 22.4

合計 285 100.0 295 100.0 10 3.5

判定区分
平成28年度 令和3年度 5年間の増減

戸数 比率
（戸） （％）

構造一般の程度 3 1.0

構造の腐朽又は破損の程度 31 10.5

防火上又は避難上の構造の程度 26 8.8

排水設備 19 6.4

判定区分

※2 

※1 
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② 評定区分別集計 

周囲に対する影響度判定において評定区分ごとの内訳を見ると、「屋根瓦やトタン等の剥がれ」が

35戸（11.9%）、「外壁の腐朽・破損」が３０戸（10.2%）、「フェンス・塀の破損」が３５戸（11.9%）、

「雑草の繁茂」が１５７戸（53.2%）、「樹木の繁茂」が９２戸（31.2%）、「動物等の被害」が０戸

（0.0%）、「ゴミ・放置物」が５０戸（16.9%）、「異臭」が２戸（0.7%）、「窓ガラスの破損」が５戸

（1.7%）、「軒先・軒裏の破損」が９２戸（31.2%）、「雨どいの破損」が５３戸（18.0%）となっていま

す。比較的改善が容易である雑草の繁茂は、半数以上の空き家で問題があると判断されております。 

 

 

表 13【周囲に対する影響度判定】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸数 比率
（戸） （％）

屋根瓦やトタン等の剥がれ 35 11.9

外壁の腐朽・破損 30 10.2

フェンス・塀の破損 35 11.9

雑草の繁茂 157 53.2

樹木の繁茂 92 31.2

動物等の被害 0 0.0

ゴミ・放置物 50 16.9

異臭 2 0.7

窓ガラスの破損 5 1.7

軒先・軒裏の破損 92 31.2

雨どいの破損 53 18.0

判定区分
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A B C D

a 11 2 0 0 13

b 1 33 16 8 58

c 0 1 19 194 214

12 36 35 202 285

a 4 1 1 0 6

b 0 3 3 21 27

c 0 0 0 262 262

3 3 5 284 295

a -7 -1 1 0 -7

b -1 -30 -13 13 -31

c 0 -1 -19 68 48

-9 -33 -30 82 10

合　計
（戸）

令
和
3
年
度

影
響
度
判
定

合　　計

5
年
間
の
増
減

影
響
度
判
定

合　　計

老朽危険度判定（戸）

合　　計

影
響
度
判
定

平
成
　
年
度
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（４）総合評価の結果 

総合評価の結果から、利活用が可能と思われる「Cc」、「Dc」（青い囲いの部分）が２６２戸

（88.8%）、特定空家等になる可能性が高いと思われる「Aa」「Ab」（赤い囲いの部分）判定が４

戸（1.4%）、となっています。 前回調査と比較すると、「Aa」「Ab」判定が１２戸から４戸に減少し

ており、「Cc」、「Dc」については２１４戸から２６２戸に増加しています。危険度、影響度の高い管理

不全の空き家は減少していることから、空家等対策の取組に対する成果が表れていると考えられ

ます。一方、危険度・影響度の低い空き家は増加しています。 

 

 

 

表 14【総合評価の結果】  
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総数
総合評価
「Aa」

総数
総合評価
「Aa」

総数
総合評価
「Aa」

谷津 27 1 45 0 18 -1

谷津町 0 0 0 0 0 0

津田沼 18 2 19 0 1 -2

袖ケ浦 7 0 9 0 2 0

鷺沼 21 4 19 1 -2 -3

鷺沼台 3 0 8 0 5 0

藤崎 30 0 28 0 -2 0

大久保 31 0 21 0 -10 0

本大久保 17 1 17 0 0 -1

泉町 4 1 2 1 -2 0

花咲 11 0 14 0 3 0

屋敷 17 0 17 0 0 0

新栄 12 1 11 0 -1 -1

実籾 37 1 39 2 2 1

東習志野 46 1 37 0 -9 -1

香澄 1 0 6 0 5 0

芝園 0 0 0 0 0 0

秋津 3 0 3 0 0 0

茜浜 0 0 0 0 0 0

奏の杜 0 0 0 0 0 0

合計 285 12 295 4 10 -8

地区名

平成28年度 令和3年度 5年間の変化

空き家数（戸） 空き家数（戸） 空き家数（戸）

（５）地区別の空き家状況 

地区別に空き家の戸数を見ると谷津が４５戸（15.3%）で最も多く、次に実籾が３９戸

（13.2%）、東習志野が３７戸（12.5%）、藤崎が２８戸（9.5%）となっています。 

前回調査と比較すると、大久保でマイナス１０戸、東習志野でマイナス９戸となっている一方で、

谷津ではプラス１８戸となっています。 

また地区別に特定空家等になる可能性の高い空き家である総合評価区分「Aa」の戸数を見る

と、実籾に２戸、鷺沼、泉町に１戸となっています。総合評価区分「Aa」の戸数の変化を見ると、鷺沼

でマイナス３戸、津田沼でマイナス２戸、谷津、本大久保、東習志野でそれぞれマイナス１戸となって

おり、実籾ではプラス１戸となっています。 

 

表 15【地区別空き家の状況】  
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図 16【地区別の空き家状況】                        (単位：戸)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

（６）地区別の空き家分布状況 

  空家は、JR京葉線より北側（奏の杜を除く）の全ての地区に分布していました。 

図 17【地区別の空き家分布状況】 
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階数 平屋 2階 3階以上 合計

構造 （戸） （戸） （戸） （戸）

81 199 0 280

非木造 0 10 2 12

1 1 1 3

82 210 3 295

木造

不明

合計

（７）構造別・階数別の空き家の状況 

空き家を構造別に見ると、木造が２８０戸（94.9%）、非木造が１２戸（4.1%）、雑草の繁茂等で

建物の外壁が確認できない不明が３戸（1.0%）となっています。 

階数別に見ると平屋が８２戸（27.8%）、2階建て２１０戸（71.2%）、３階建てが３戸（1.0%）と

なっています。 

構造別・階数別で空き家を見ると、木造２階建ての空き家が１９９戸（67.5%）で最も多い結果

となっています。 

 

表 16【構造・階数別空き家数】  
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３．本市の空き家の現状と課題について  

（１）第２章（本市の人口と空き家の現状）及び第３章（空家等実態調査）について、以下のとおりにまと

めました。 

習志野市の人口推計調査から 

・本市の人口は、令和７年までは増加するものの、それ以降は減少していきます。このような中、65

歳以上の老年人口は増加を続け、令和３１年には５３，８００人（高齢化率３２．２％）を超えると予測

しています。 

住宅・土地統計調査から 

・今回（平成３０年）の調査では、市内の住宅数は前回調査（平成２５年）から増加をしていますが、

空き家総数は減少しています。しかし、空き家の建て方別でみますと、減少しているのは「長屋・共

同住宅・その他」となっており、「戸建て」の空き家は微かに増加しています。 

・旧耐震基準の建物が減少していることから、旧耐震基準の建物の建て替え等が進んでいると考

えられます。 

本市に寄せられる空家等の申し出状況から 

・申し出件数は年々増加しています。申し出内容、現地調査の結果から、日常的な管理がされてい

ない空き家が増加していると考えられます。 

・申し出内容では、樹木・雑草の繁茂が多く、特に初夏から秋にかけて申し出が多くなっています。 

空家等実態調査から 

・前回調査（平成２８年度）と比較すると、本市の空き家の数は微かに増加していますが、危険度や

影響度の高い空き家の数は減少しています。 

・空き家は、住居系の建物が建てられない茜浜・芝園地区以外（奏の杜を除く）の全域に分布して

います。特に谷津、実籾、東習志野、藤崎の各地区に多く所在しています。 

 

 

（２）上記の現状を踏まえ、空家等対策を取り組んでいく上での課題を、次のとおり整理します。 

①空家等の発生抑制 

少子高齢化や核家族化の進展により、空家等が増加していくことが予想されます。一般的に独居

高齢者の死亡等により空き家化すると考えられることから、福祉部門と連携し対策を講じていきます。  

②空家等の適正管理 

空き家化した場合であっても、管理されていれば大きな問題にはなりません。状況を悪化させない

よう、所有者等に対して継続的に管理するよう働きかけを行います。 

③空家等の流通・利活用の推進 

空家等実態調査の結果、老朽危険度や周囲に対する影響度が低い空家等が多いことがわかりま

した。これらの空家等は、比較的良好な状態が保たれていることから、所有者等に対して、流通や利

活用に関する情報提供や、各種相談等が気軽にできる体制の構築を図ります。 

④管理不全の空家等の解消 

管理不全の空家等については、防犯・衛生・景観面において近隣等へ影響を及ぼすことから、所有

者等に対し改善・解消に向けた働きかけを行います。また、特定空家等に認定された空家等に対して

は、法的措置を視野に入れ対応していきます。 

 



27 

 

  

 

 

 

１．基本方針 

市民の生命・身体・財産を守り、生活環境を保全するためには、建物が空家等になる前から所有者

又は管理者に対する普及・啓発を通じて、修繕等の重要性を認識してもらい、適正に管理してもらう必

要があります。建物が適正に管理されていれば、その後空家等になったとしても、流通や利活用が容易

になります。しかし、少子高齢化・核家族化の進展に伴い、管理が行き届いていない空家等が増加して

いるのも事実です。 

本計画においては、建物の状態に着目し「空家等になる前」「適正管理されている空家等」「管理不

全の空家等」の三段階に分類し、各段階に応じた基本方針に基づき空家等対策を講じるものとします。 

 

 

基本方針Ⅰ 
良好な環境で快適に暮らせるまちを実現するため 

「発生抑制・適正管理」を促進します 

今後も空家等の増加により、周辺への悪影響など多くの問題を生み出すことが予

想されます。誰もが快適に暮らせるまちを目指すため、新たな空家等の発生をでき

るだけ抑制するとともに、適切な管理を促すなど、所有者等の自主的な適正管理を

促進します。 

 

 

基本方針Ⅱ 
活気のあるまちを実現するため 

「流通・利活用」を促進します 

本市に所在する空家等は比較的需要があり不動産市場に流通しています。また、

利用可能な空家等は利活用することで、地域活性化につながることから、活気のあ

るまちを目指すため、中古住宅としての市場流通の促進やリフォーム・修繕等、所

有者等の意向を把握した中で、関係団体等と連携し空家等の流通・利活用を促進し

ます。 

 

 

基本方針Ⅲ 
安全・安心に暮らせるまちを実現するため 

「管理不全状態の解消」を推進します 

適正な管理が行われていない空家等（管理不全空家等）は、防災、衛生、景観等に

おいて、地域住民の生活環境等に悪影響を及ぼすおそれがあります。地域住民が安

全で安心して暮らせるまちを目指すため、管理不全空家等の所有者等に対して解消

に向けた指導や、特定空家等に対して必要な措置を講じるなど、問題解決に向けた

取り組みを推進します。 

 

空
家
等
に
な
る
前 

 

建物の状態 

 

適
正
管
理
さ
れ
て
い
る
空
家
等 

 

 

管
理
不
全
の
空
家
等 

 

第４章 空家等対策における基本的な方針 
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２．目標値 

本計画においては、計画期間（令和４年度～令和７年度）における進捗や達成度を示すための目標

値を設定し、計画を推進していきます。 

 

基本方針Ⅰ「発生抑制・適正管理」 

成果指標 令和 3年度（基準値） 令和 7年度（目標値）  

新規空家等の発生戸数 176戸 158戸以下 （10％減少） 

基準値・目標値設定の考え方 

・基準値：平成 29年度～令和 2年度（4年間）末までに新たに空家等の申し出があった戸数。 

・目標値：令和 7年度末（4年間）までに、新たに空家等になった又は判明した戸数。 

 

基本方針Ⅱ「流通・利活用」 

成果指標 令和 3年度（基準値） 令和 7年度（目標値）  

空家等の戸数 295戸 206戸以下 （30％減少） 

基準値・目標値設定の考え方 

・基準値：空家等実態調査における空き家判定の戸数。 

・目標値：空き家判定の 295戸のうち、解消された空家等を除いた戸数 

 

基本方針Ⅲ「管理不全状態の解消」 

成果指標 令和 3年度（基準値） 令和 7年度（目標値）  

危険度・影響度の高い空家等

の戸数 
4戸 0戸 （100％減少） 

基準値・目標値設定の考え方 

・基準値：空家等実態調査で老朽危険度判定・影響度判定が「Aa・Ab」と判定された戸数。 

・目標値：基準値（4戸）のうち、解消された空家等を除いた戸数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な空家等の流れ 

空家等に

なる前 

適正管理され

ている空家等 

管理不全 

の空家等 

放置 

流通・利活用 改善 

空家化 
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３．対象地区 

空家等の発生は特定の地区に限定されません。現在空家等が存在しない芝園地区、茜浜地区を含

め、対象地区は市内全域とします。 

 

４．対象とする空家等 

本計画の対象とする空家等は、法第２条第１項に規定される「空家等」とします。そのため、空家等が

存在しない敷地のみの場合や建築物に居住や使用がなされている場合は、対象外となります。 

また、共同住宅については、建物内の全ての住居が空室となっている状況の場合は空家等として、必

要に応じて対策を講じるものとします。 

 

    

【図 18】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家 

（住宅・土地統計調査(総務省 統計局)） 

空家等 

（法第 2条第 1項） 

特定空家等 

（法第 2条第 2項） 
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５．計画の体系 
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（１）市民や所有者等への意識啓発の推進（防犯安全課、住宅課） 

空家等の増加によって防災、衛生、景観等の面で地域の生活環境に悪影響を及ぼすおそれが

あることや、日常的な維持管理を怠ることにより周辺住民に不安や迷惑を与えかねないことなど、

空家等に対する問題意識を高めることが、空家等の発生抑制に繋がるものと考えられます。 

そこで、空家等の予防対策や管理者不在とならないための相続登記の重要性、特定空家等を

放置すると固定資産税等の住宅用地特例解除※の可能性があること、空家等を発見した際の連

絡手段などを広報紙・ホームページ・パンフレット等による周知や、住宅施策情報ガイドへの空き家

活用の掲載、死亡届の提出した方への案内チラシへ相続登記の手続きの案内の記載、固定資産

税等の納付書の送付時に空き家の適正管理の案内の配布など、空家等に対する市民及び所有

者等の意識啓発と理解増進を図ります。 

また、適正に管理されている空家等についても、将来的に管理不全に陥らないよう、所有者等へ

啓発してまいります。 

 

（２）発生抑制・適正管理に係る支援制度の充実 

居住している住宅の性能等が不十分であると、長期間居住し続けることが難しく、空家等を生み

出す要因の一つとなっていると考えられます。 

そこで、空家等の発生抑制・適正管理に係る本市の支援制度の周知を行うとともに、国の助成

制度を活用するなどの新たな支援制度の創設を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

※固定資産税等の住宅用地特例解除 

特定空家等に認定されて、市から助言・指導を経て勧告を受けた場合、固定資産税等の賦課期日

（毎年１月１日）までに、勧告に対する必要な措置を講じられない特定空家等の敷地については、

地方税法により、固定資産税等の住宅用地に係る課税標準の特例の対象から除外されます。除外さ

れると、固定資産税と都市計画税が上がることになります。 

 

第５章 空家等対策の基本方針に基づく取り組み 

基本方針Ⅰ： 良好な環境で快適に暮らせるまちを実現するため 

「発生抑制・適正管理」を促進します 
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表 17【現行の支援制度】 

制度名 制度概要 所管課 

木造住宅無料耐震診断会 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築または着工

された木造住宅を対象に、無料で耐震診断を

行う。会場での診断会に加え、自宅での出張

診断も行っている。 

建築指導課 

木造住宅耐震診断費補助事業 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築または着工

された木造住宅を対象に、耐震診断（精密診

断）を実施した場合、費用の一部を助成する。 

建築指導課 

木造住宅耐震改修費補助事業 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築または着工

された木造住宅を対象に、耐震改修工事を実

施した場合、費用の一部を助成する。 

建築指導課 

危険コンクリートブロック塀

等安全対策費補助事業 

地震により倒壊の恐れのあるブロック塀等

の撤去に要する費用の一部を補助する。 
建築指導課 

住宅相談事業 

住宅に関する悩み、増改築や維持補修につい

てのアドバイス等、住宅・建築のことについ

て、建築士が相談に応じる。 

住宅課 

住宅修繕あっせん制度 

住宅の修繕及び増改築に関する市民からの

業者あっせんの依頼に対して、建築施工業者

をあっせんし、市民の利便を図り、併せて小

規模建築業者及び職能別技能者の就業機会

の促進を図ることを目的とする。 

産業振興課 

空家等の有効活用等に関する

相談 

空き家を【売却したい】【解体したい】【リフ

ォームしたい】などの要望をお持ちの所有者

等に対し、千葉県宅地建物取引業協会東葉支

部との協定に基づいた「空き家対策相談員」

が応じる。 

防犯安全課 

事業者紹介 

空き地に繁茂した雑草について相談があっ

た際に業者を紹介する。 クリーン 

センター 

業務課 家屋等の管理者より蜂の巣の駆除の相談が

あった際に業者を紹介する。 

習志野市水洗便所改造等資金

貸付制度 

汲み取りトイレの改造や浄化槽の廃止工事

を行うための費用負担を軽減するため、無利

子で改造資金の貸付を行う。 

企業局 

下水道課 

習志野市生活扶助世帯に 

対する水洗便所改造費補助金 

下水道処理区域内にて、汲み取り便所を水洗

便所に改造する生活扶助世帯に対し、補助金

を交付することによって水洗化を促進する。 

企業局 

下水道課 
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（３）専門家団体との相談体制の充実（防犯安全課）   

市民等からの空家等に関する相談や通報に対してのとりまとめ窓口は、防犯安全課がおこなっ

ていますが、専門性の高い相談もあるため、千葉県宅地建物取引業協会東葉支部との協定による

相談や既存の市民相談の紹介、今後は、他の専門家団体等との連携等を検討します。 

 

（４）庁内部署の連携や推進体制の充実（庁内関係部署） 

空家等対策は、防災、衛生、景観等の側面があることから、庁内の関連部署がそれぞれの役割

に基づいて連携し、総合的に施策を推進していくことが重要です。 

このようなことから、庁内部署との情報交換や連携を密にし、空家等対策を全庁体制で取り組

みます。また、独居高齢者がいる住居は、今後、空家等となることが考えられるので、福祉部局や関

係機関などと連携し、増加する高齢者世帯に対する普及啓発活動を行います。 

 

内  容 担当課 

空き家の相談窓口 防犯安全課 

建築物に関すること 建築指導課 

火災の予防に関すること 消防本部 予防課 

住宅施策に関すること 住宅課 

ごみに関すること クリーンセンター業務課 

害虫や害獣に関すること 環境政策課 

道路への樹木や雑草の繁茂に関すること 道路課 

法律相談等に関すること 市民広聴課 

高齢者等に関すること 高齢者支援課 
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図 19 【相談及び実施体制イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  民 

○迷惑のかかっている空き家を改善して欲しい 

○空き家を活用して交流の場にしたい 

など 

所 有 者 

○空き家を管理するために業者を知りたい 

○空き家を売りたい・貸したい 

○相続などの専門的なことについて相談したい 

など 

管理・改善の相談・要望 

利活用の相談 

空き家全般の問合せ 

連 携 

情報収集・提供 

庁内部署 

○現地調査の実施  ○所有者等の調査 

○他法令による対応         

など 

 

 

 

 

 

 

市民相談等 

○相続・不動産売買等の専門的な相談 

○利活用団体の紹介(居住用以外への転用など) 

 

 

 

 

 

  

 

法律相談 

不動産相談 

住宅相談 

など 

専門家団体 

○相続・不動産売買等の専門的な相談 

○市場への流通及びその相談 

司法書士 

宅地建物取引士 

建築士 

        など 

現地調査：防犯安全課 
（同行：建築指導課・消防本部予防課・ 

クリーンセンター業務課） 
 
内部調査：市民課・資産税課・企業局料金課 
 
空き地対応：クリーンセンター業務課 

高齢者関係：高齢者支援課 
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（１）空家等の把握と所有者等の情報収集の充実（防犯安全課） 

空家等は、毎年発生することが想定されることから、その状況を把握するための調査が必要です。

そこで、効果的な調査手法を検討し、市内における空家等の数や状況等の把握を目的とした定期

的な調査を実施します。 

また、定期的に所有者等に対しアンケート調査を実施することにより、今後の空家等の活用につ

いての意向を把握します。 

把握した内容に基づき、所有者等に対し相談先の紹介、適正管理の継続、早期解決の重要性

などを周知し、空家等である現状の解消に努めます。 

 

（２）関係団体等と連携した相談体制の充実（防犯安全課） 

空家等の問題は、多岐にわたるとともに、専門的な知識も必要なことから、市単独では対応でき

ない場合もあります。 

このため、千葉県宅地建物取引業協会東葉支部と締結した「空家等の有効活用に関する相談

業務協定書」に基づき、所有者等からの相談に対応してまいります。今後は、他の様々な専門的分

野においても、多様なニーズに応じた空家等の相談体制が取れるよう、他の専門家団体等との連

携等について検討していきます。 

 

 （３）流通・利活用・除却に係る支援制度の充実（防犯安全課 建築指導課 住宅課） 

本市に所在する空家等は、一定程度の需要があり、不動産市場に流通しています。また、リフォーム

や中古住宅等として有効に活用することも可能です。 

また、老朽化等により活用が困難なものについては、所有者等に自主的な除却を促すことも必要

です。 

このような観点から、空家等を利活用する場合の耐震改修費の補助や、譲渡所得の３，０００万円

特別控除※の周知を行うとともに、空家等に係る新たな支援制度について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

※譲渡所得の 3,000万円特別控除 

 相続日から起算して 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被相続人の居住の用に供

していた建物を相続した相続人が、耐震リフォームした空き家又は取壊し後の土地を譲渡した場合、

当該空き家又は土地の譲渡所得から 3,000 万円を特別控除することにより、所得税等を軽減する制

度 

基本方針Ⅱ：活気のあるまちを実現するため「流通・利活用」を促進します 
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（１）空家等の適正な管理を促す文書の送付（防犯安全課） 

実態調査や市民等からの情報提供等により把握した空家等の所有者等に対して、その状態の改

善を促す文書等を送付しています。引き続き所有者等に対して、空家等の状況を認識させ、適正に管

理をしていただくため文書等の送付を行います。 

また、所有者等の情報の特定には、税情報や住民票、戸籍等の情報が必要なことから、関連部署

との連携を図り、迅速に所有者等の特定に努めます。 

 

（２）空家等対策協議会等の充実（防犯安全課） 

本市では、法第４条に基づき設置した空家等対策協議会や庁内関係部署で構成される特定空家

等判定委員会を設置しています。 

これらの協議会等については、各分野の専門家や地域住民等も参画しています。計画の策定や空

家等対策の実施、特定空家等の認定及び措置等に関し、協議会等の意見を踏まえ更なる空家等対

策の推進に向けた内容の充実に努めます。 

  

（３）法に基づく措置実施の推進（防犯安全課） 

管理不全状態の空家等については、立入調査を実施するなど、特定空家等の判定を行っています。 

特定空家等と認定された空家等については、法に基づき除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺環

境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言・指導、勧告、命令等の措置を講じ、特定空家等

の解消に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針Ⅲ： 安全・安心に暮らせるまちを実現するため 

        「管理不全状態の解消」を推進します 
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図 20【特定空家等に対する措置のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の情報 

現地調査 

所有者等の調査 

立入調査 
（法第 9 条） 

特定空家等判定委員会 

空家等対策協議会 

総合的に判断した結果… 

該当する 

所有者等を確知できない 所有者等を確知している 

 
該
当
し
な
い 

改善依頼文書送付・経過観察 

公告 
（法第 14条第 10項） 

略式代執行 
（法第 14条第 10項） 

勧告 
（法第 14条第 2項） 

命令 
（法第 14条第 3項） 

代執行令書による通知 
（行政代執行法第 3条第 2項） 

行政代執行 
（法第 14条第 9項） 

助言・指導 
（法第 14条第 1項） 

所有者等からの意見聴取 
（法第 14条第 4～8項） 

戒告書による通知 
（行政代執行法第 3条第 1項） 

・標識の設置及び公示 
・従わない場合、50万円以下の過料 

 

・住宅用地特例の対象から除外 

・費用の徴収 

・市民からの情報提供 
・職員パトロール 
・空家等実態調査結果 

・拒んだ場合、20万円以下の過料 

・費用の徴収 

改善依頼文書送付・経過観察 
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①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」 

◆建築物が著しく保安上危険となるおそれがある 

【建築物が倒壊等するおそれがある】 

 ＜建築物の著しい傾斜＞ 

  ・基礎に不同沈下がある   ・柱が傾斜している 

＜建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等＞ 

（基礎及び土台） 

   ・基礎が破損または変形している   ・土台が腐朽または破損している 

・基礎と土台にずれが発生している 

  （柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等） 

   ・柱、はり、筋かいが腐朽、破損または変形している 

   ・柱とはりにずれが発生している 

【屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある】 

＜屋根ふき材、ひさしまたは軒＞ 

・屋根が変形している   ・屋根ふき材が剥落している 

・軒の裏板、たる木等が腐朽している   ・軒がたれ下がっている 

・雨樋がたれ下がっている 

 ＜外壁＞ 

  ・壁体を貫通する穴が生じている 

  ・外壁の仕上材料が剥落、腐朽または破損し、下地が露出している 

  ・外壁のモルタルやタイル等の外装材浮きが生じている 

 ＜看板、給湯設備、屋上水槽等＞ 

  ・看板の仕上材料が剥落している 

  ・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している 

  ・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損または脱落している 

  ・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している 

 ＜屋外階段またはバルコニー＞ 

  ・屋外階段、バルコニーが腐食、破損または脱落している 

  ・屋外階段、バルコニーが傾斜している 

 ＜門または塀＞ 

  ・門、塀にひび割れ、破損が生じている   ・門、塀が傾斜している 

◆擁壁が老朽化し危険となるおそれがある 

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している 

・水抜き穴の詰まりが生じている 

・ひび割れが発生している 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) 

～「特定空家等」の判断の参考となる基準～ 
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②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 

◆建築物または設備等の破損等が原因で、以下の状態にある 

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である 

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を

きたしている 

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障をきたしている 

◆ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある 

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障をきたしている 

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に

支障をきたしている 

 

 

 

③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」 

◆適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態にある 

◆周囲の景観と著しく不調和な状態にある 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている 

・看板が原型を留めず本来の用をなさないほど、破損、汚損したまま放置されている 

・立木等が建築物の全面を覆うほど繁茂している 

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている 
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④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」 

◆立木が原因で、以下の状態にある 

・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばって  

いる 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている 

◆空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある 

・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障をきたしている 

・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障をきたして

いる 

・敷地外に動物の毛または羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障をきたしている 

・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障をきたしている 

・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の日常生活に悪影響を及ぼすおそれが

ある 

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれ

がある 

◆建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある 

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等、不特定の者が容易に侵入できる状態で  

放置されている 

・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を

妨げている 

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している 
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１．主体別の役割 

法では、所有者等が自らの責任により適切に空家等を管理することとなっていますが、空家等が地域

社会に与える影響は大きいため、所有者等だけの問題ではなく、地域社会全体での問題として捉え、多

方面からの取り組みを行っていくことが重要です。 

庁内の関連部署はもとより、市民や事業者等が、それぞれの責務に応じて役割を分担し、相互に連携

することで計画をより確実かつ効果的に推進します。 

  

（１）所有者等の役割 

空家等の所有者等は、法第３条（空家等の所有者等の責務）で「周辺の生活環境に悪影響を及

ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされており、所有する空家等を責任をもっ

て適切に管理することが求められます。 

空家等の所有者等となった場合は、適切な管理が行われていない状態とならないよう、日頃から

適切な管理を行うとともに、地域へ管理状況等の情報提供、積極的な空家等の利活用・市場流通及

び除却をするなど早急な解消に努めることが求められます。 

  

（２）市の役割 

市は、法第４条（市町村の責務）に規定する空家等対策計画を策定し、これに基づく空家等に関す

る対策を実施すること、また、空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めることが求められま

す。 

このことから市は、地域住民から提供される空き家の情報や、様々な相談に対する総合的な窓口と

しての役割を担うとともに、まちづくりの観点からも空家等対策に取り組みます。 

また、所有者等や地域、事業者等が適切に空家等対策に取り組めるよう、管理や利活用に関する

情報提供・収集を行います。 

 

（３）市民の役割 

文教住宅都市憲章における「市民のつとめ」として、第３条で「市民は、清潔で秩序ある生活環境

を保持し、快適な生活を営むようつとめなければならない。」とされているように、市民は良好な地域

環境を維持するとともに、地域内の連携を強化するなど、空家等の発生・放置が起こらないよう、良好

な地域住民間の関係を築くことが求められます。 

また、地域内の空家等の情報提供や空家等の適正管理や利活用にあたっては、市や所有者等と

連携して取り組むことが必要です。 

 

（４）事業者等の役割 

事業者等はその専門的な知識や技術をもって、市や所有者等が行う空家等対策に対し、情報提供

や技術的支援を行うなど、対策の実施に積極的に協力することが求められます。 

また、事業者等自らが管理する住宅等についても、日頃から適切な管理を行うことが必要です。 

 

第６章 空家等対策の実施に関し必要な事項 
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２．総合的・効果的な対策の推進 

空家等に関わる問題は多岐にわたることから、解決には、建築・不動産・法務・公衆衛生・防犯など

様々な専門分野の知識や情報が必要です。 

専門家などのノウハウや経験の積極的な活用を図り、総合的・効果的な対策を協働により推進しま

す。 

 

３．今後の取り組み等について 

（１）計画の見直し 

空家等は、少子高齢化や核家族化の進展などの様々な要因により発生し、今後も増加していくも

のと考えられます。 

そのため、空家等対策は、短期的な取り組みと併せて、中長期的な視点から取り組みを継続・発展

していくことが重要となります。 

このようなことから、定期的に実施状況の検証を行い、本市の空家等に関する状況を把握した上

で、社会情勢の変化や県・他市の動向を踏まえ、適宜計画の見直しを図ります。 

 

（２）国などへの働きかけ 

国、県に対して、空家等対策推進のための支援制度の拡充などを働きかけます。 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月27日 法律第127号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護す

るとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に

関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除

き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するため

に必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除

く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に

関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

資 料 編 
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三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基

本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項

の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定に

よる代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報

の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議

会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要

と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの

法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助

言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 
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（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把

握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができ

る。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職

員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができ

る。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に

立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知し

なければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限

りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報で

あって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必

要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利

用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののう

ち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的

で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについ

て、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度に

おいて、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係

する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提

供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃

貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に

管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータ

ベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 
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（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が

販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その

他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助

言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の

状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限

を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置

をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予

期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じ

ようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出

期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及

び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置

を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければ

ならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって

命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定

する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠

を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられ

た者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限ま

でに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定める

ところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができ

る。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を

命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導

又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続によ

り命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その
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措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合

においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行

わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあ

らかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通

省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この

場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはなら

ない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るた

めに必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適

切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地

方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく

空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置

を講ずるものとする。 

 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料

に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過

料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日

から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 
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習志野市空家等対策協議会条例 (平成 27年 9月 30 日 条例第 18号) 
 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条第１項の

規定に基づき、習志野市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（庶務） 

第４条 協議会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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習志野市特定空家等判定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）（以下「法」とい

う。）第２条第２項に規定する、特定空家等に該当するか否かを判定するとともに、特定空家

等に対する措置及びその他必要な事項について審議するため、習志野市特定空家等判定委員

会（以下「判定委員会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 判定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。 

（２）特定空家等に対する措置に関すること。 

（３）その他、空家等対策の推進に関し、委員長が必要と認める事項。 

（組織） 

第４条 判定委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員により構成する。 

２ 委員長は協働経済部長、副委員長は協働経済部次長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

５ 委員が都合により出席できないときは、代理出席を認める。 

（会議） 

第５条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 会議は、委員（その代理の者を含む）の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明

または意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 判定委員会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定

委員会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年６月８日から実施する。 
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     別表（第４条関係） 

役 職 所  属 

委 員 長 協働経済部長 

副委員長 協働経済部次長 

委  員 総務課長 

委  員 危機管理課長 

委  員 資産税課長 

委  員 建築指導課長 

委  員 道路課長 

委  員 住宅課長 

委  員 クリーンセンター業務課長 

委  員 消防本部予防課長 

 

 

 

 

習志野市空家等対策計画の策定経緯 

 

年月日 会議・作業等 内容等 

令和 3年 3月 26日 令和 2年度第 1回空家

等対策協議会 

空家等対策計画の改定について（改定に係る基

本な方針、スケジュール等） 

令和 3 年 6 月 24 日

～9月 13日 

空家等実態調査 市内において空家等実態調査を実施 

令和 3 年 9 月 9 日

～10月 20日 

アンケート調査 空家等の所有者等を対象としたアンケート調

査を実施 

令和 3年 10月 7日 計画（案）の庁内確認 空家等対策計画（案）に対する内容等の確認 

令和 3年 10月 27日 令和 3年度第 1回空家

等対策協議会 

空家等対策計画（案）の協議について 

令和 3年 11月 8日 庁議 空家等対策計画（案）のパブリックコメントの

実施について 

令和 3年 11月 18日 

～12月 17日 

パブリックコメント 空家等対策計画（案）に係るパブリックコメン

トを実施 

令和 4年 1月 25日 令和 3年度第 2回空家

等対策協議会（書面） 

委員へ計画（案）を送付し、内容等についての

意見聴取を行う。 

令和 4年 2月 7日 庁議 空家等対策計画策定の審議について 

令和 4年 3月 29日 計画決定  
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